
事 務 連 絡 
令和２年３月２３日 

 
 
 
 
各都道府県建設業協会事務局長 殿 
 
 
 
 

一般社団法人 全国建設業協会 
専務理事  山 崎 篤 男 

 
 
 
 
 

施工中の工事における新型コロナウイルス感染症の 
罹患に伴う対応等の解釈等について 

 
 

 平素は本会の事業運営に当たり、ご協力を賜りまして厚く御礼申し上げます。 

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等に伴う工期の見直し、請負代金の変更、

工事の一時中止の対応等については貴会並びに会員企業の皆様にお願いし、ご対応を

いただいているところであります。 

このたび、国土交通省より、新型コロナウイルス感染症の影響等で現場での施工継

続が困難となった場合においても受注者の責によらないと解釈されることなどにつ

いて通知がありました。 

つきましては、貴会会員企業の皆様に対し、周知方よろしくお願いいたします。 

 

以 上 
















